
   

２０１９しずくいし産業まつり出店要項 

 

１、開催期間   

令和元年年１０月１９日（土） ～ ２０日（日） 

２、場所 

雫石総合運動公園 

〒０２０－０５４３ 岩手郡雫石町高前田１０４ 

ＴＥＬ ０１９－６９２－５０３０   

３ 営業時間について 

午前9時30分～午後4時（２日目の20日(日)は午後3時30分まで） 

４ 出店資格について 

（１）町内事業所・農業起業者・工芸工房・商工業者等 

（２）町内業者を優先することとし、町外からの出店は、町内出店がない業種とする。 

（３）その他しずくいし産業まつり実行委員会が許可したもの。 

５ 出店場所について 

（１）雫石町総合運動公園内駐車場エリア及び町営体育館内となります。 

（２）出店配置については産業まつり実行委員会事務局が決定します。 

６ 搬入・搬出時間について 

（１）搬入：10月18日（金） 午後１時～午後4時 

       10月19日（土）～20日（日）午前7時30分～午前9時20分 

       ※産業まつりの開始時間までに商品の陳列を完了してください。 

（２）搬出：10月19日（土） 午後4時～午後5時 

       10月20日（日） 午後3時30分～午後5時 

       ※開催時間中の搬出は原則認めません。 

（３）その他：台車等、搬入搬出にかかる用具は各自で用意してください。 

（４）営業時間内の出店場所への車の乗り入れを禁止します。出店準備車両は、全て出店者駐車場に移動

してください。 

７ 出店料・電気料について 

場所 内容 出店者区分 出店料 電気料 

屋外 
販売 

町内 5,000円 

1,000円 

※電源設備を使用

する場合 

町外 6,000円 

食堂 町内のみ 12,000円 

屋内 販売 
町内 4,000円 

町外 5,000円 



   

 

（１）販売行為を行わない展示のみの場合は無料とします。 

（２）屋外でテント持ち込みの場合は出店料から1,000円を割引きます。 

（３）テント持ち込みの方は10月18日（金）の指定する時間内に設営をお願いします。 

（４）貸出可能なテント、イス、机等は数に限りがあるため、不足の場合は貸出を調整することがあ

ります。テントの種類は選択できません。できるだけ持込にご協力をお願いします。 

（５）電源設備が必要な方は、出店申込書に記入してください。 

８ 出店者説明会について 

   10月上旬に出店者説明会を予定しています。特別な理由がない限り必ず参加してください。 

９ 保健所、税務署の手続きについて 

   保健所への臨時営業許可の申請は、事務局で一括して行いますので販売品目は出店計画書にて正確に

報告してください。酒類販売許可申請は、各自で行ってください。 

10 販売品の安全・衛生管理及び品質の保証について 

（１）食品の販売に当たっては、食中毒を起こさないよう、器具・食材等の衛生管理には万全の注意を払

い、加工食品には、各種法令に基づき、定められた表示をしてください。 

（２）商品の欠陥により生じた損害、お客様や第三者に対しての事故については、誠意ある対応をお願い

します。 

11 出店者の事故について 

出店時における出店者の事故、商品の盗難、焼失に対して主催者は一切の責任を負いません。 

12 所轄庁の指導に対する対応義務 

所轄庁の指導に対する対応と改善は、出店者の責任において速やかに対処してください。 

13 出店許可の取り消し 

公序良俗に違反する行為が発覚した場合や実行委員会の指示に従わない場合等には、出店許可を取り

消します。 

14 火気の取扱いについて 

（１）火気使用の出店者は、消火器の準備を必ずお願いいたします。 

（２）屋内で火気の使用は出来ません。ＩＨを使用する際も消火器の準備をお願いします。 

（２）火気設備使用にあたり、台座を使用の場合は不燃材（耐火ボード等）の対処をお願いいたします。

また、隣接店舗への延焼を防止するため火気設備の両脇にも不燃材（耐火ボード等）で仕切りを設け

てください。 

（３）発電機等ガソリン使用機器の取扱いについては、説明書に記載された安全上の留意事項を厳守し、

特にエンジン稼働中の給油は絶対に行わないでください。 

15 ゴミ処理について 

飲食物を取り扱う出店者は、出店場所にゴミ箱（又はそれに代わるもの）を準備し、容器、食べ残し

等のゴミは必ず持ち帰るようにしてください。 



   

16 その他 

  （１）本要領に記載のない事項については、事務局が別に定め、指示するものとします。 

  （２）テント設営は10月18日（金）の指定する時間に出店者各自でお願いします。 

  （３）会場内での喫煙は指定した場所でお願いします。 

  （４）夜間の警備は行いません。 

17 出店申込 

  （１）別紙の出店申込書に必要事項を記入し提出ください。 

     郵送、ＦＡＸ、持参のいずれでも可。 

（２）申込期限  令和元年８月２３（金）必着 

18 お問い合わせ・申込先 

  ◆しずくいし産業まつり実行委員会事務局 

   〒０２０－０５９５ 

   岩手県岩手郡雫石町千刈田５番地１ 

   雫石町役場農林課農政グループ内 担当：四ツ家・曲谷地・澤口 

   ＴＥＬ ０１９－６９２－６４９３（直通） 

   ＦＡⅩ ０１９－６９２－１３１１ 


